
山陽小野田市立学校適正規模・適正配置基本方針 

山陽小野田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、山陽小野田市立 

学校適正規模適正配置検討委員会（以下「検討委員会」という。）からの「山陽 

小野田市立学校の適正規模適正配置のあり方について」の答申（以下「答申」 

という。）を尊重しつつ、次のとおり基本方針を定める。 

平成１９年１１月２２日 

山陽小野田市教育委員会 

１ 趣旨 

全国的に少子化が進行する中で、本市においても児童生徒数の減少により 

学校の小規模化が進み、教育条件や教育環境の不均衡などが指摘されるよう 

になり、教育効果への影響が危惧されている。 

このため、教育委員会では、学校間の格差の解消を図っていく必要がある 

と考え、以下のとおり学校規模・配置の適正化を推進する。 

２ 学校の適正規模 

⑴ 学級の人数 

ア 法令等による基準 

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 

第３条第２項において、１学級の児童又は生徒の数の基準は、４０人を 

標準として都道府県教育委員会が定めることになっている。ただし、都 

道府県教育委員会は、特に必要があると認める場合については、４０人 

を下回る数を１学級の児童又は生徒の数の基準として定めることがで 

きることになっている。 

また、小学校設置基準第４条及び中学校設置基準第４条において、１ 

学級の児童・生徒数は、４０人以下とすることになっている。 

これらの規定に基づき、山口県教育委員会では県内の公立小・中学校 

の学級定数を４０人以下とし、中学校の第１学年に限り３５人以下とし 

ている。なお、中学校の第２・第３学年は、県の教育委員会と市の教育 

委員会の協議により現在、３５人以下としている。 

イ 検討委員会の答申 

「１学級の人数は、小・中学校ともに３５人以下が適正であると考え 

る」としている。



⑵ 学級数 

ア 法令による基準 

学校教育法施行規則第１７条において、学校全体の学級数は、小・中 

学校ともに１２学級以上１８学級以下を標準とすることになっている。 

イ 検討委員会の答申 

「１学年の適正な学級数は、小学校については、クラス替えができ、 

発展的な学習が可能な２学級以上３学級以下、中学校については、教科 

に必要な教員数の確保と発展的な学習が可能な３学級以上６学級以下 

と考える」としている。 

⑶ 基本方針 

法令等の基準と検討委員会の答申を踏まえ、適正な１学級の人数を小学 

校では４０人以下、中学校では３５人以下とし、適正な１学年の学級数を 

検討委員会が示した数とする。なお、国・県の基準に変更があれば、その 

数とする。 

３ 学校の適正配置 

⑴ 児童・生徒数の将来推計 

２００５年国勢調査人口をベースに本市における児童・生徒数をコーホ 

ート要因法により簡易推計すると、小・中学校の児童・生徒数は、２００５ 

年 に 約 ５ ， ６ ０ ０ 人 い た も の が 、 ２ ０ １ ５ 年 に 約 ４ ， ６ ０ ０ 人 、 

２０２５年に約３，３００人、２０３５年に約２，６００人、２０４５年 

に約２，０００人となることが予測される。 

⑵ 検討委員会の答申 

「適正配置を実施するに当たっては、まず隣接校との通学区域の変更に 

ついて検討し、これによっては適正規模の確保が困難である場合に、学校 

の統廃合をも視野に入れて検討することを望む」としている。 

⑶ 基本方針 

検討委員会の答申に従い、児童・生徒数の将来推計を勘案して、次のと 

おり学校の適正配置を進める。 

ア 適正配置の対象校 

適正配置の対象校は、将来とも上記２⑶にある学校の適正規模を下回 

り、又は上回ると見込まれる学校とする。 

イ 適正配置の進め方 

適正配置の進め方は、学校規模に応じ、短期（５年間以内） ・中期（５



年～２０年間） ・長期（２０年～４０年間）的な視点で、次の（ァ）か 

ら（ェ）までに掲げるとおりとする。なお、適正配置を行うこととなっ 

た学校については、その際、隣接校区の保護者、地域住民を含む関係者 

により構成する協議機関を設置し、共通理解に努めながら、２年以内を 

目途に実施のための必要な調整を図るものとする。 

（ァ） 過小規模校（普通学級：５学級以下の小・中学校） 

５年間継続した場合は、短期的な視点で適正配置を行う。 

（ィ） 小規模校（普通学級：６学級～１１学級の小学校、６学級～８学級の中学校） 

中・長期的な視点で、過小規模校に移行する時期などを捉え、適 

正配置を行う。 

（ゥ） 適正規模校（普通学級：１２学級～１８学級の小学校、９学級～１８学級の中学校） 

中・長期的に適正規模校と見込まれる限り、 その状態を維持する。 

（ェ） 大規模校（普通学級：１９学級以上の小・中学校） 

中・長期的な視点で、大規模校となることが見込まれるときは、 

短・中期的な視点で、適正配置を行う。 

ウ 適正配置に当たっての留意事項 

（ァ）通学区域の変更に当たっては、通学距離・通学時間、通学の安全 

性確保、主要幹線道路や河川等の地理的条件、自治会区域との整合 

性等、地域とのつながりなどを考慮すること。 

（ィ）通学区域の変更に当たっては、一つの中学校区に、複数の小学校 

区を設定することが望ましい。 

（ゥ）通学区域の変更に当たっては、遠距離通学になる場合スクールバ 

スの運行など、通学手段の確保を検討すること。 

（ェ）適正配置に当たっては、特認校や小中一貫校についても検討する 

こと。 

（ォ）適正配置に当たっては、都市計画などのまちづくり計画の推移を 

見ながら進めること。 

（ヵ）適正配置に当たっては、学校が地域で果たしてきた役割や地域事 

情に十分配慮し、慎重に行うことが望ましく、児童生徒数や学級数 

の将来推計、学校の小規模化による問題点を、保護者、地域住民な 

どと十分に協議し、学校の適正配置の必要性に関する共通理解と協 

力を得て進めること。


